
４．資材別の評価基準 

 

４．１ 再生加熱アスファルト混合物 

 

① 評価対象資材 

道路等で使用する再生資源を含有した加熱アスファルト混合物（改質系を含む）を評価 

対象とする。 

  

② 品質・性能 

再生加熱アスファルト混合物の品質・性状は，「茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様 

書」第３編第２章第６節の『３－２－６－３アスファルト舗装の材料』及び『３－２－６－

７アスファルト舗装工』又は『茨城県土地改良工事共通仕様書』第１編第３章第１１節の

『３－１１－３アスファルト舗装工』の基準に適合すること。 

 

再生資源を含有した加熱アスファルト混合物に用いる骨材は，以下の骨材の使用方法に 

  よる。また，再生資源の品質基準については，使用する骨材のそれぞれの品質基準に適合す 

  ること。 

 骨材の使用方法 

Ⅰ．「ａ．アスファルトコンクリート再生骨材」単体を使用。 

Ⅱ．「ａ．アスファルトコンクリート再生骨材」と「ｂ．溶融スラグ骨材」を複合して使用。 

Ⅲ．「ａ．アスファルトコンクリート再生骨材」と「ｃ．上記以外の骨材」を複合して使用。 

再生資源の品質基準 

ａ．アスファルトコンクリート再生骨材 

    「茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書」第２編第２章第３節の『２－３－４アスフ 

   ァルト用再生骨材』又は「茨城県土地改良工事共通仕様書」第１編第２章第４節の『２－ 

４－１１の７アスファルト用再生骨材』の基準に適合すること。 

 ｂ．溶融スラグ骨材 

   ＪＩＳ Ａ ５０３２の基準に適合すること。 

 ｃ．上記以外の骨材 

   「茨城県土木部・企業局土木工事共通仕様書」第２編第２章第３節の『２－３－３アスフ 

   ァルト舗装用骨材』又は「茨城県土地改良工事共通仕様書」第１編第２章第４節の『２ 

－４－１１の１アスファルト舗装用骨材』の基準に適合すること。 

 

 

 

 

 



③ 再生資源の含有率 

再生資源の含有率については，全骨材量に対する重量比で，「ａ．アスファルトコンクリ 

ート再生骨材」は，１０％以上５０％以下（改質系の再生加熱アスファルト混合物を製造す 

る場合は，１０％以上３５％以下）とする。「ｂ．溶融スラグ骨材」は，５％以上１０％以 

下とする。「ｃ．上記以外の骨材」は，品質性能や耐久性により個別に判断する。 

ただし，今後の技術革新などにより品質性能や耐久性を損なうことなく製造等が可能とな 

った場合などにおいては，この含有率以上であっても構わない。また，再生資源の供給不足 

や環境負荷低減に寄与する等の合理的な理由が明確に示される場合には，この含有率以下で 

あっても構わない。 

 

④ 環境に対する安全性 

  ａ．原料として特別管理（一般・産業）廃棄物を使用していないこと。 

ｂ．アスファルトコンクリート再生骨材以外の再生資源を用いる場合は，製品または原料 

（再生資源）において，環境基本法第１６条による「土壌の汚染に係る環境基準」（平 

成３年環境庁告示第４６号）の基準に適合すること。ただし，溶融スラグに関しては， 

「ＪＩＳ Ａ ５０３２一般廃棄物，下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道 

路用溶融スラグ」の環境安全品質基準の溶出量及び含有量の基準に適合すること。 

 

⑤ 品質管理 

土木部指定アスファルトコンクリート合材混合所の指定を受けた工場において製造された 

製品であること。 

 

⑥ 環境負荷 

  ａ．再生資源を含有しない製品を使用した場合に比べ，環境負荷低減効果があること。 

  ｂ．再生資源を含有しない製品を使用した場合に比べ，別表１に示す項目について環境負 

荷が増大しないこと。 

 

別表１ 環境負荷増大が懸念される項目 

・再リサイクルが可能な資材である。 

・再リサイクル時に著しい環境負荷が生じない。 

  ・使用時，施工時において，有害物質等の溶出がない。 

  ・製造過程においてエネルギー消費量が著しく増大しない。 

  ・製造過程において，著しい環境負荷は生じない。 

 

平成２９年 ３月 ２日 一部改正（ＪＩＳ Ａ ５０３２の改正に伴う用語の改正） 

令和 元年１１月 ７日 一部改正 


